
 

 

令和４年４月１日から、技能検定実技試験受検手数料の、国の減免制度内容
が大幅に縮小されますが、福島県は、より多くの皆様に受検していただけるよ
う減免制度をできるだけ維持してまいります。 
 

１ 受検手数料減免の対象となる等級及び職種 

２級又は３級の実技試験（※随時実施は除きます。） 

 

２ 減免制度の主な変更内容         ※令和４年４月１日現在の年齢適用 

 国 福島県 

令和３年度 
３５歳未満の受検者に対し、１職種につ

き 9,000 円を上限に免除する。 
国と同じ 

令和４年度 

２５歳未満の在職者で、雇用保険被

保険者のみ、１職種につき9,000円

を上限に免除する。 

福島県内在住者又は福島県内に就

学若しくは就労している者のうち、

２５歳未満の受検者に対し１職種

につき 9,000 円を上限に免除し、 

２５歳以上３５歳未満の受検者に

対しては１職種につき 6,000 円を

上限に免除する。 

  

３ その他 
（１）受検申請時に、本人確認書類２種類（下記①、②の両方）の提出が必要です。 

（提出対象者：３５歳未満の全受検者） 

①運転免許証（現住所の記載があるもの）、住民票 いずれかの写し 

②学生証、在学証明書（任意様式）、在職証明書（別紙様式）いずれかの写し 

※求職中の方は、①のみ提出してください。 

※上記書類の提出がない場合（書類不備）は、減免対象外となります。（通常の受検料とな

ります） 

 

（２）それぞれの受検手数料の額は、職種や年齢等によって異なります。 

詳しくは、福島県職業能力開発協会作成の「令和４年度 技能検定受検案内」を 

ご確認ください。 
 

    令和４年３月 福島県商工労働部産業人材育成課 電話 ０２４（５２１）７３００ 

 

技能検定受検手数料の減免制度改定のお知らせ 

 

 

 



（様式） 

在職証明書 

 
１ 在職者氏名 
 
 
 
２ 在職者生年月日（令和４年４月１日現在の満年齢） 
 
   昭和・平成   年   月   日生（満    歳） 

 
３ 当該在職者の雇用保険加入の有無 
  （雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者かどうか） 

  ※１に記載した勤務者（従業員）を雇用保険に加入させているか、下記該当する方 

に○をつけてください。 

※「雇用保険加入あり」の場合は、雇用保険加入証明書（雇用保険被保険者証）の 

写しを必ず添付（提出）してください。 

 

    雇用保険加入あり     雇用保険加入なし 
 
 
上記の者が、当社に在職していることを証明します。 
 
令和  年  月  日 
 

証明者（雇用主） 
  

名称 

                                   

          代表者氏名 

                                  印 

   

          住所 

         

電話番号 

 


